
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過労死等に係る労災認定件数は引き続き高水準で推

移しています。 

令和５年度の過労・ストレスによる健康障害に係る

労災認定件数は、以下のとおりです。 

脳・心臓疾患

（過労死等） 

全産業 216件（内死亡 58件） 

建設業 23件（内死亡８件） 

精神障害 
全産業 883件（内自殺 79件） 

建設業 82件（内自殺 12件） 

厚生労働省では、この啓発月間に、過重労働防止キ

ャンペーンを実施し、各種啓発活動のほか、長時間労

働が疑われる企業に対して、重点的な監督指導を行う

としています。 

会員各社におかれましては、「働き方改革」を推進し、

長時間労働の防止、ハラスメント防止等職場の環境改

善に一層のお取り組みをお願いします。 

１１月は「過労死等防止啓発月間」 

 

建災防宮城県支部では、喫緊の課題として対処が必要な関係法令 

の改正等について、宮城労働局担当官による説明会を開催します。 

１ 日時 令和 6年 11月 11日（月）13:30～16:00（予定） 

２ 場所 宮城県建設産業会館 1階大会議室 

３ 内容 

(1) 労働者死傷病報告等の報告事項の追加、電子申請の義務化 

(2) 一人親方等への労働安全衛生法の適用拡大について～安全管理体制の見直しを 

(3) 新たな化学物質規制に係る化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任等について 

４ 講師  宮城労働局労働基準部健康安全課 担当官 

５ 申込方法 当支部 HPからWEB（予約サイトの「その他」から法令改正を選択）して 

申込してください。（受講は無料です） 

 

 

労働安全衛生関係法令改正説明会の開催について 
令和７年１月施行の電子報告義務化 

◼労働者死傷病報告 ◼安全管理者/

衛生管理者/産業医の選任報告 

 ◼ 定期健康診断結果報告 ◼ ストレ

スチェック報告 ◼有機溶剤等健康診

断結果報告 ◼じん肺健康管理実施状

況報告    その他 



「特定受託事業者に係る取引の適正

化等に関する法律」（フリーラン

ス・事業者間取引適正化等法）が令

和６年11月１日に施行されます。 

個人で働くフリーランスに業務委 

託を行う発注事業者に対し、業務委託 

をした際の取引条件の明示、給付を受 

領した日から原則60日以内での報酬支 

払、ハラスメント対策のための体制整 

備等が義務付けられます。 

 

 

  

  

問合せ先 宮城労働局雇用環境・均等室（022-299-8844) 

令和６年度 宮城年末年始労働災害防止強化運動のポスター

を会員の皆様にお配りいたします。（11月下旬送付予定） 

ポスターには、宮城労働局セーフワーク登録企業名簿にアクセ

スするQRコードを掲載しています。まだ登録されていない企業に

おかれましては、ぜひ登録をお願いします。 

なお、ご登録いただいた会員事業場に、「SafeworKシンボル

旗」及び同ステッカーを各 1 枚無料配布しています。労働局

提出の「SafeworK 向上宣言登録シート」（様式３）を FAX ま

たはメールにて当支部にもお送りください。 


